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株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ 

 

 当社は、2026 年１月 27 日付で公表しましたとおり、当社の支配株主である吉田重久氏（以下、「提

案株主」といいます。）より、2026 年３月 27 日開催予定の当社第 40 期定時株主総会において、当該株

主提案（以下、「本株主提案」といいます。）を行う旨の書面を受領いたしました。  

当社は、2026 年２月３日開催の取締役会において、本株主提案について慎重に検討した結果、反対 

することを決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

 

記 
 

１．提案株主  

株主名：吉田重久  

 

２．株主提案の内容 

（１）議題 

取締役選任及び監査役選任の件 

（２）議案の要領及び提案の理由  

別紙に記載のとおりです。なお、別紙は、提案株主から提出された株主提案書の記載を原文のまま

掲載しております。  

 

３．株主提案に対する当社取締役会の意見 

（１）当社取締役会の意見 

当社取締役会は、本株主提案に反対いたします。 

（２）反対の理由 

当社取締役会は、以下の理由から本株主提案に反対いたします。 

 

①「コーポレート・ガバナンスの充実及び少数株主の利益の保護に係る方針」との不整合 

当社は、過去の経緯及び当社を取り巻くガバナンス環境を踏まえ、上場企業としてあるべき適切

な意思決定プロセス及び仕組みを構築するとともに、十分な牽制が機能するガバナンス体制を確立

するために、「コーポレート・ガバナンスの充実及び少数株主の利益の保護に係る方針」を策定し

ております。当該方針第３項は、半数以上の取締役が、支配株主及び創業者からの独立性を有する



 

 

独立社外取締役である状態を維持すること、と定めております。当該方針は、コーポレート・ガバ

ナンスに関する報告書にも記載し、少数株主を含む全ての株主の利益を公平に考慮した経営を行う

ための基本方針として、当社と投資家の皆様とのお約束のもと、2023 年１月から現在まで約３年間

に渡ってこれまで遵守してまいりました。 

 本株主提案の内容は、本株主提案書記載のとおり、東京証券取引所のコーポレートガバナンス・

コード４―８③の内容を満たすものですが、当社の上記方針の内容を満たすものではないため、当

社における適切な意思決定プロセス及び適切なガバナンス体制の構築が困難となり、少数株主の利

益の保護が十分に図られない可能性があることについて懸念しております。 

 

②ＮＰＯ法人との関係性・兼任に関する懸念 

本株主提案における取締役候補者８名のうち業務執行取締役候補者３名、及び監査役候補者３名

のうち社内監査役候補者１名の計４名は、提案株主である吉田氏が代表理事を務めるＮＰＯ法人の

理事を務めています。 

４名もの役員が兼任となることで、当社の運営とＮＰＯ法人の運営の適切な切り分け及び当社と

ＮＰＯ法人の適切かつ健全な関係性を保つことが困難になってしまい、ひいては当社とＮＰＯ法人

が一体性のある状態で活動していると投資家、ステークホルダー及び世間の皆様に誤解を与えてし

まうのではないかと懸念しております。 

また、日常的に会社業務や重要情報に関与し、経営の執行及び監査の中核を担う立場にある業務

執行取締役及び社内監査役が、当社と関係性の近い特定の団体の役員を兼任している場合、当該団

体との関係性において、利益相反の問題に苦しむこと、ひいては当社の意思決定が難航することが

生じ得るのではないかと懸念しております。 

 

③経営の継続性及び安定性に関する懸念 

本株主提案は、取締役８名及び監査役３名を新たに選任するものであり、実質的に現任の取締役

及び監査役の全員を同時に交代させる内容となっています。取締役及び監査役を一度に刷新するこ

とは、当社の経営方針や進行中の施策の継続性を損ない、事業運営や意思決定、取引先等との関係

性に混乱を生じさせるおそれがあります。 

企業価値の持続的向上のためには、適切な引継ぎを確保しつつ、段階的に体制を移行していくこ

とが重要であり、役員の一斉交代はその観点から経営の継続性及び安定性を損なう懸念があると考

えております。 

 

④従業員及び組織への影響に関する懸念 

経営体制の急激な変化は、従業員の不安や士気の低下を招き、人材の離職につながる可能性があ

り、結果として事業運営の安定性に影響を及ぼすおそれがあります。本株主提案では、こうした組

織面への影響について十分な配慮が示されているとは言えないと考えております。 

当社取締役会としては、従業員を含む全てのステークホルダーの皆様との信頼関係を維持しなが

ら、安定的かつ持続的な経営を行うことが重要であると考えております。 

 



 

 

⑤業績等に照らして役員一斉交代の合理性がないこと 

当社の直近５年間の売上高は、以下の通りです。 

2021 年：5,058 

2022 年：4,770 

2023 年：4,504 

2024 年：4,704 

2025 年：4,485（2026 年１月 28 日に開示した業績予想数値より） 

※単位：百万円 

 

 また、株価及び配当の推移は以下の通りです。 

2025 年 12 月期においては、2025 年１月６日時点の株価は 307 円であったのに対し、2025 年 12

月 30 日時点の株価は 362 円となっており、株価は 55 円（期首比 17.9％）の増加となっておりま

す。 

中期的にも、2022 年３月 31 日時点の株価は 274 円であったのに対し、2025 年 12 月 30 日時点

の株価は 362 円となっており、株価は 88 円、率にして 32.1％上昇しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、配当実績については、以下のとおり、継続的かつ安定した配当を実施しております。 

2021 年 12 月：12 円（12 円の内、記念配当 1 円） 

2022 年 12 月：13 円 

2023 年 12 月：14 円（14 円の内、記念配当 1 円） 

2024 年 12 月：14 円 

2025 年 12 月：16 円（16 円の内、記念配当 2 円） 

 

2025 年は、減収減益となりましたが、過去の CM 施策分析、潜在顧客に重点を置いた市場調査、

社内のマーケティング関連データ整理及び分析等、原因分析を行い、今期は、マーケティング及び

広告宣伝活動の改善策の実施等、各種業績改善策等を実施しております。 

今後、これにより業績を改善していくことは十分可能であると考えております。 
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以上の内容を踏まえると、社外役員を含む現経営陣の一斉交代を必要とする合理的理由は認めら

れないと考えております。 

 

なお、2026 年３月 27 日開催予定の当社第 40 期定時株主総会で、株主提案が可決された場合には、

現任の監査役３名の内２名は辞任、１名は任期満了で退任する意向です。 

 

以 上 






















